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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月13日(2015.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体を処理する処理部と、
　ホストコンピューターから送信されるテキストデータを受信する第１接続部と、
　外部の処理装置と接続される第２接続部と、
　前記第１接続部で受信されたテキストデータから予め定められた文字列を検索する解析
部と、
　前記解析部で検索された結果に基づいて、前記処理部で処理を実行させる第１動作モー
ド、もしくは前記第１接続部で受信されたテキストデータを前記第２接続部に接続された
前記外部の処理装置に通信させる第２動作モードに切り換えて、前記第１動作モードもし
くは前記第２動作モードを実行させる制御部と、
　を備えることを特徴とする媒体処理装置。
【請求項２】
　前記処理部は、所定のシートに文字を印刷する印刷部であり、
　前記予め定められた文字列は、前記印刷部で印刷されない文字列として設定されたもの
であり、
　前記解析部は、前記印刷部で印刷されない文字列を、前記第１接続部で受信されたテキ
ストデータに含まれるか否かを検索することを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置
。
【請求項３】
　前記制御部は、前記解析部によって検出された文字列に基づいて前記印刷部で処理を実
行させる制御を行うとき、前記テキストデータから前記予め定められた文字列を除いたテ
キストデータを前記印刷部に印刷させることを特徴とする請求項２に記載の媒体処理装置
。
【請求項４】
　前記第１接続部で受信されたコマンドを、前記処理部で実行されるコマンドまたは前記
外部の処理装置で実行されるコマンドに変換する変換部を備えることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の媒体処理装置。
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【請求項５】
　コマンドを送信するＰＯＳ端末と、
　媒体を処理する処理部と、ＰＯＳ端末から送信されるテキストデータを受信する第１接
続部、前記第１接続部で受信されたテキストデータから予め定められた文字列を検索する
解析部、前記解析部で検索された結果に基づいて前記処理部で処理を実行させる第１動作
モードもしくは前記第１接続部で受信されたテキストデータを送信させる第２動作モード
に切り換えて前記第１動作モードもしくは前記第２動作モードを実行させる制御部、及び
前記第２動作モードに切り替えられたときに前記テキストデータを送信する第２接続部を
有する第１媒体処理装置と、
　前記第１媒体処理装置の前記第２接続部に接続され、前記第２接続部から送信されたデ
ータを受信する受信部、及び前記受信部により受信されたデータに基づいて前記第１媒体
処理装置の前記処理部と共通の処理を行う媒体処理部を有する第２媒体処理装置と、
　を備えることを特徴とするＰＯＳシステム。
【請求項６】
　前記第１媒体処理装置の前記処理部は、レシートを印刷する印刷部であり、
　前記予め定められた文字列は、前記印刷部で印刷されない文字列として設定されたもの
であり、
　前記解析部は、前記印刷部で印刷されない文字列を、前記第１接続部で受信されたテキ
ストデータに含まれるか否かを検索することを特徴とする請求項５に記載のＰＯＳシステ
ム。
【請求項７】
　前記第２媒体処理装置の前記媒体処理部は、レシートを印刷する第２印刷部であり、
　前記第１媒体処理装置は、前記制御部が前記第２動作モードに切り換えたときに、前記
第２接続部から前記データを送信し、
　前記第２媒体処理装置は、前記受信部で前記データを受信し、前記第２印刷部でレシー
トを印刷することを特徴とする請求項６に記載のＰＯＳシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、本発明は、上記媒体処理装置であって、前記制御部は、前記解析部によって検出
された文字列に基づいて前記印刷部で処理を実行させる制御を行うとき、前記テキストデ
ータから前記予め定められた文字列を除いたテキストデータを前記印刷部に印刷させるこ
とを特徴とする。
　本発明によれば、媒体処理装置が、動作モードの切り換えを目的としてテキストデータ
に含まれた文字列を除いて、このテキストデータに基づいて処理を実行する。このため、
動作モードの切り換えのための文字列が媒体の処理に影響することがないので、より適切
に、ホストコンピューターが媒体処理装置と外部の処理装置を使い分けることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、本発明のＰＯＳシステムは、コマンドを送信するＰ
ＯＳ端末と、媒体を処理する処理部と、ＰＯＳ端末から送信されるテキストデータを受信
する第１接続部、前記第１接続部で受信されたテキストデータから予め定められた文字列
を検索する解析部、前記解析部で検索された結果に基づいて前記処理部で処理を実行させ
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る第１動作モードもしくは前記第１接続部で受信されたテキストデータを送信させる第２
動作モードに切り換えて前記第１動作モードもしくは前記第２動作モードを実行させる制
御部、及び前記第２動作モードに切り替えられたときに前記テキストデータを送信する第
２接続部を有する第１媒体処理装置と、前記第１媒体処理装置の前記第２接続部に接続さ
れ、前記第２接続部から送信されたデータを受信する受信部、及び前記受信部により受信
されたデータに基づいて前記第１媒体処理装置の前記処理部と共通の処理を行う媒体処理
部を有する第２媒体処理装置と、を備えることを特徴とする。
　本発明のＰＯＳシステムによれば、ＰＯＳ端末が送信するテキストデータに所定の文字
列を含めることで、第１媒体処理装置が処理を実行する動作モードと、第２媒体処理装置
が処理を実行する動作モードとを容易に切り換えることができる。従って、ＰＯＳ端末は
、第１及び第２媒体処理装置を簡単な処理によって適切に使い分けることができる。また
、ＰＯＳ端末が送信するテキストデータに予め設定された文字列が含まれる場合に動作モ
ードを切り換えるので、ＰＯＳ端末で実行されるアプリケーション及び第１媒体処理装置
が使用しているコマンドに、動作モードの切り換えに関するコマンドが含まれていない場
合であっても、コマンドの拡張を行うことなく、動作モードの切り換えの制御が可能にな
る。従って、ＰＯＳ端末のコマンドを変更する必要がない。例えば、既存のＰＯＳ端末で
実行されるアプリケーションの構成を使用できるという利点がある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　図２は、ＰＯＳシステム３の機能ブロック図であり、複合機１００の構成を特に詳細に
示している。
　この図２に示すように、複合機１００は、複合機１００の各部を制御するＣＰＵ等が実
装された本体基板１０１と、本体基板１０１とは別に設けられたインターフェイス基板１
０３とを有する。インターフェイス基板１０３は、例えば、接離可能なバスライン（図示
略）を介して本体基板１０１に接続されていて、複合機１００の本体から着脱可能であっ
てもよい。インターフェイス基板１０３には、第１インターフェイス１１０及び第２イン
ターフェイス１１５が実装され、本体基板１０１には制御部１５０が実装されている。ま
た、本体基板１０１は、複合機１００の本体に設けられたロール紙印刷部１２０、磁気読
取部１３０、及び帳票印刷部１４０の各部に接続されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　以上説明したように、本発明を適用した第１の実施形態に係るＰＯＳシステム３が備え
る複合機１００は、媒体としてのロール紙を処理するロール紙印刷部１２０と、ＰＯＳ端
末２０から送信されるテキストデータを受信する第１インターフェイス１１０と、プリン
ター２００に接続された第２インターフェイス１１５と、第１インターフェイス１１０に
より受信されたテキストデータから予め定められた文字列を検索するデータ解析部１５５
と、データ解析部１５５の解析結果に基づいて、ロール紙印刷部１２０で処理を実行させ
る第１動作モード、及び、第１インターフェイス１１０により受信されたテキストデータ
を第２インターフェイス１１５によりプリンター２００に送信させる第２動作モードを切
り換えて実行可能な制御部１５０とを備える。
　これにより、複合機１００は、ＰＯＳ端末２０から受信したコマンドとテキストデータ
をプリンター２００に送信して、例えばプリンター２００に処理を行わせることができる
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。また、複合機１００は、２通りの動作モードを、ＰＯＳ端末２０から送信されたテキス
トデータに、予め設定された文字列が含まれる場合に切り換える。つまり、ＰＯＳ端末２
０は、コマンドとともに送信するテキストデータに所定の文字列を含めることで、複合機
１００の動作モードを切り換えることができる。このため、ＰＯＳ端末２０が容易に複合
機１００の動作モードを切り換えさせて、複合機１００とプリンター２００とを使い分け
ることができる。さらに、ＰＯＳ端末２０で実行されるアプリケーション及び複合機１０
０が使用しているコマンドに、動作モードの切り換えに関するコマンドが含まれていない
場合であっても、コマンドの拡張を行うことなく、動作モードの切り換えの制御が可能に
なる。従って、ＰＯＳ端末２０のコマンドを出力するアプリケーションを変更する必要が
ない。例えば、既存のＰＯＳ端末２０で実行されるアプリケーションをそのまま使用でき
るという利点がある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　また、テキストデータに基づいてロール紙印刷部１２０によって文字を印刷する複合機
１００が、印刷する文字に係るテキストデータに含まれる予め定められた文字列を検出し
て、動作モードを切り換える。このため、ＰＯＳ端末２０は、印刷する文字に関するテキ
ストデータを送信する機能を有していれば、動作モードを切り換えさせることができる。
従って、ＰＯＳ端末２０のアプリケーションを変更することなく、複合機１００とプリン
ター２００とを使い分けることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　図５は、ＰＯＳシステム２の機能ブロック図であり、プリンター３００の構成を特に詳
細に示している。
　プリンター３００は、プリンター３００の各部を制御するＣＰＵ等が実装された本体基
板３０１と、本体基板３０１とは別に設けられたインターフェイス基板３０３とを有する
。インターフェイス基板３０３は、例えば、接離可能なバスライン（図示略）を介して本
体基板３０１に接続されていて、プリンター３００の本体から着脱可能であってもよい。
インターフェイス基板３０３には、第１インターフェイス３１０及び第２インターフェイ
ス３１５が実装され、本体基板３０１には制御部３５０が実装されている。また、本体基
板３０１は、プリンター３００の本体に設けられたロール紙印刷部３３０に接続されてい
る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　第１インターフェイス３１０は、ケーブル６を接続可能なコネクター３１１を備え、第
２インターフェイス３１５はケーブル７を接続可能なコネクター３１６を備えている。こ
れらのコネクター３１１、３１６は、インターフェイス基板３０３上で独立して設けられ
ている。具体的な例としては、プリンター３００の本体の背面に、コネクター３１１、３
１６が並んで露出する形態が挙げられる。また、第１インターフェイス３１０及び第２イ
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ンターフェイス３１５は、互いに独立して通信を実行可能である。
　コネクター３１１、３１６は、コネクター１１１、１１６（図２）と同様に、各種規格
に準拠したコネクターであってもよい。また、第１インターフェイス３１０及び第２イン
ターフェイス３１５が、第１インターフェイス１１０及び第２インターフェイス１１５と
同様に無線通信インターフェイスを備えてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　また、上記各実施形態では、媒体を処理する媒体処理装置の例として、ロール紙に印刷
を行う複合機１００及びプリンター３００を挙げ、外部の処理装置の例としてプリンター
２００を備えた構成を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、媒
体は紙に限定されず合成樹脂製のシートを用いることも可能であり、媒体の表面に加工が
施されていてもよい。媒体は所定サイズにカットされたカットシートであってもよいし、
スプロケット紙などの連続シートであってもよい。また、例えば、媒体として複写紙を用
いる構成としてもよい。さらに、ロール紙印刷部１２０、２２０、３３０は、感熱紙に熱
を与えて印刷を行うサーマルプリンターに限定されず、インクジェット式、ドットインパ
クト式等の各種の記録方式を採用できる。また、上述した実施形態では、複合機１００が
備える印刷以外の処理部について、磁気読取部１３０及び帳票印刷部１４０を例示したが
、本発明はこれに限定されず、別種の媒体に印刷を行う印刷部であってもよいし、小切手
等の媒体を光学的に読み取るスキャナーであってもよく、ＩＣカード等により認証を行う
処理部であってもよい。さらに、ＰＯＳシステム２、３の構成に限定されず、例えばＰＯ
Ｓ端末２０に対して単機能のプリンターを接続し、このプリンターに複合機を接続した構
成とすることも可能である。
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